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１ 制定の趣旨 

 本市は、市民に憩いと集いの場を提供することにより、市民相互の交流及び

川越駅西口周辺地域の活性化を図るとともに、災害時における当該地域に滞在

する者等の避難に資するため、川越市新宿町一丁目広場条例（以下「条例」と

いいます。）を制定しました。 

 令和８年夏に予定している施設の供用開始に向け、利用時間や行為許可の申

請等、条例の施行に関して必要な事項を定めるため、川越市新宿町一丁目広場

条例施行規則（以下「規則」といいます。）を制定しようとするものです。 

 

２ 規則（案）の主な内容 

 規則（案）に定める主な内容は、次のとおりです。 

⑴ 利用時間に関する事項 

川越市新宿町一丁目広場を利用することができる時間について定めようと

するものです。 

⑵ 行為許可に関する事項 

川越市新宿町一丁目広場の行為許可に関して、行為許可の申請や行為許可

を受けた事項の変更に関する手続き及び申請書の様式について定めようとす

るものです。また、使用料の還付の額や還付の申請に関する手続きについて

定めようとするものです。 

⑶ 指定管理者に関する事項 

川越市新宿町一丁目広場の指定管理者の指定に関して、指定の申請に関す

る手続き及び申請書の様式のほか、指定に関する告示について定めようとす

るものです。 

 

３ 規則（案）の施行期日 

条例の施行の日とする予定です。ただし、指定管理者に関する事項につい

ての規定は、公布の日を施行の日とする予定です。 


